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▶介護保険料の決まりかた

　65歳以上の方（第１号被保険者といいます）の
介護保険料は、市の介護保険サービスの費用がまか
なえるよう算出された基準額をもとに、市民税の課
税状況や所得（収入）に応じて決まります。各段階
ごとの保険料額は下表のとおりです。

▶�新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な場合は

　新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を負った場合や、収入の
減少が見込まれるなど、保険料の納付が困難な場
合、申請により令和３年度介護保険料の減免を受け
られる場合があります。詳しくは、 または介護保
険課へご確認ください。

　介護保険制度は、皆さんに納めていただく「介護保険料」介護保険制度は、皆さんに納めていただく「介護保険料」
と、国や県、市が負担する「公費」を財源として運営していと、国や県、市が負担する「公費」を財源として運営してい
ます。令和３年度から５年度を事業期間とする「第８期介護ます。令和３年度から５年度を事業期間とする「第８期介護
保険事業計画」の策定に伴い、65歳以上の方の介護保険料保険事業計画」の策定に伴い、65歳以上の方の介護保険料
の改定が行われ、基準額は月額5,200円となりました。の改定が行われ、基準額は月額5,200円となりました。
　令和３年度介護保険料の決定通知書は、７月中旬にお送り　令和３年度介護保険料の決定通知書は、７月中旬にお送り
します。します。
★介護保険課☎25★介護保険課☎25-１７１９１７１９

★保険課25-１２４５

後期高齢者医療制度で後期高齢者医療制度で
医療を受けている皆さんへ医療を受けている皆さんへ

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
（
保
険
証
）
が
８
月

１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す

　
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
旬

に
特
定
記
録
郵
便
で
送
付
し
ま

す
。
７
月
末
日
ま
で
に
届
か
な
い

場
合
は
、
保
険
課
へ
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

●
新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら

　
古
い
保
険
証
は
８
月
１
日
以
降

に
ご
自
身
で
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
は
、
は
さ
み
で
切
る
な
ど

し
て
、
内
容
が
読
み
取
ら
れ
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
の
自

己
負
担
割
合
は
、
前
年
中
の
所
得

等
を
も
と
に
判
定
を
行
い
ま
す
。

負
担
割
合
は
、
新
し
い
保
険
証
に

記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

申
請
に
よ
り
窓
口
負
担
の

限
度
額
が
適
用
さ
れ
ま
す

　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
医
療
機

関
で
の
支
払
い
が
所
得
区
分
に
応

じ
た
金
額
ま
で
と
な
る
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
ま
た
は
限
度
額
適
用
認
定
証
）」

を
発
行
し
て
い
ま
す
。

①�

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
世

帯
（
世
帯
全
員
が
所
得
申
告
済

み
で
住
民
税
非
課
税
の
世
帯
）

の
方

②
自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
方
で
、

課
税
所
得
が
６
９
０
万
円
未
満

（
本
人
及
び
同
じ
世
帯
に
い
る

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
課
税
所
得
）
の
方

　
な
お
、
前
年
度
に
い
ず
れ
か
の

認
定
証
を
発
行
さ
れ
て
い
る
方
で

今
年
度
も
該
当
す
る
方
に
は
、
７

月
下
旬
に
新
し
い
認
定
証
を
送
付

し
ま
す
。

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す

　
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
め
方

　
同
封
の
「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
に
つ
い
て
」
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●�

保
険
料
の
均
等
割
額
の
軽
減

　
保
険
料
の
均
等
割
額
軽
減
割
合

に
つ
い
て
は
、
段
階
的
に
軽
減
特

例
措
置
が
縮
小
・
廃
止
さ
れ
、

７
・
75
割
軽
減
の
対
象
者
は
、
今

年
度
、
７
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
同
封
の
「
保
険
料
の

し
お
り
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●�

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
方
の
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
と
な
る
前
日
に
被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、

所
得
割
額
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
均
等
割
額
は
、
制
度
加
入

後
、
２
年
間
に
限
り
５
割
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
の
少
な
い
方
に
対

す
る
均
等
割
額
の
軽
減
に
も
該
当

す
る
場
合
、
軽
減
割
合
の
大
き
い

方
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
る
保
険
料
の

減
免
と
傷
病
手
当
金
の
支
給

▼�

保
険
料
の
減
免

　

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者

(

世
帯
主)

が
死
亡
し
、
ま
た
は
重

篤
な
傷
病
を
負
っ
た
場
合
や
、
収

入
が
減
少
し
た
場
合
に
、
同
じ
世

帯
の
被
保
険
者
の
保
険
料
を
減
免

し
ま
す
。

▼�

傷
病
手
当
金
の
支
給

　
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
方
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
、
ま
た

は
発
熱
な
ど
で
感
染
が
疑
わ
れ
、

勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

場
合
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
適
用
期
間
が
次
の

と
お
り
延
長
と
な
り
ま
し
た
。

適�

用
期
間　
令
和
２
年
１
月
１
日

か
ら
令
和
３
年
９
月
30
日
ま
で

※
保
険
料
の
減
免
、
傷
病
手
当
金

の
支
給
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

ま
た
は
保
険
課
へ
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料（令和３～５年度）

所得段階 基準
保険料

率 �
（基準額比） 月額 年額

第１段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
・�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円
以下の方

0.30 1,560円 18,720円

第２段階
・�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円
超120万円以下の方

0.50 2,600円 31,200円

第３段階
・�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が120万
円超の方

0.70 3,640円 43,680円

第４段階
・�世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金
収入に係る所得を控除した額が80万円以下の方

0.90 4,680円 56,160円

第５段階
（基準額）

・�世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金
収入に係る所得を控除した額が80万円超の方

1.00 5,200円 62,400円

第６段階

本人が市民税
課税であり、
前年の合計所
得金額が

120万円未満の方 1.20 6,240円 74,880円
第７段階 120万円以上210万円未満の方 1.30 6,760円 81,120円
第８段階 210万円以上320万円未満の方 1.50 7,800円 93,600円
第９段階 320万円以上400万円未満の方 1.60 8,320円 99,840円
第10段階 400万円以上500万円未満の方 1.70 8,840円 106,080円
第11段階 500万円以上600万円未満の方 1.80 9,360円 112,320円
第12段階 600万円以上800万円未満の方 1.90 9,880円 118,560円
第13段階 800万円以上の方 2.00 10,400円 124,800円

※合計所得金額は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除を控除
した額です。
※税制改正に伴い合計所得金額の算出に変動が出る場合、保険料の算定に影響が出ないよう調整を行います。

65歳以上65歳以上のの方方のの
介護保険料介護保険料がが
変変わりましたわりました


